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招 集 期 日 平 成 ３ １ 年 ２ 月 １ ４ 日 （ 木 ） 会議の場所 教育委員室 

会議の時刻 開会の時刻  午後２時３０分 開 会 者 教 育 長 

及び宣告者 閉会の時刻  午後３時１０分 閉 会 者 教 育 長 

委 員 出 席 状 況 

氏 名 摘 要 氏 名 摘 要 

秋 本 文 子 教 育 長 出 席   平 野 博 之 委 員 出  席 

柿沼拓弥教育長職務代理者 出 席 岩 﨑 智 子 委 員 出  席 

 髙 瀬 賢 一 委 員 出 席   

議 事 参 与 者 及 び 

説明のための出席者 

佐藤学校教育部長 赤坂生涯学習部長 須永教育総務課長 細村学校教育課長 

小島学校給食センター所長 岡田生涯学習課長 水野スポーツ振興課長 奥野図書館長兼郷土資料館長 

書 記 名 教育総務課総務係 横山  

会議事件名 て ん 末 

 

開 会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日程第 1 

前回会議録の承認  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

2月定例教育委員会を開会 

 

 

教育委員会の会議は公開が原則となっているが、出席委員の 3

分の 2以上の多数で議決した場合は非公開とすることができる。

本日の日程のうち議案第 1号及び第 2号は議会の議決を得るべき

議案のため非公開としてよろしいか。 

 

異議なしの声あり 

 

議案第 1号と第 2号を非公開とする 

 

 

1月定例教育委員会の会議録について諮った 

 

異議なしの声あり 

 

前回会議録は、承認された旨宣した。 
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会議事件名 て ん 末 

 

 

日程第 2  

報告事項 1 

平成 30年度第 2回生

徒指導に関する調査

結果について  

 

 

 

 

 

 

報告事項 2 

給食センター職員に

よる学校訪問の結果

について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告事項 3 

平成 30年度ニュース

ポーツ出前教室の結

果について  

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

給食センター所長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

スポーツ振興課長 

報告事項 1について学校教育課長から説明を求めた。 

 

 

小学校では、暴力行為が昨年度の 1件に対し今年度は 5件に増

えている。また、いじめの認知件数が増えているが、これは、教

職員の先生方のいじめに対する認識が高まったことによると捉

えている。中学校では、不登校の人数が昨年度より 8人増えてい

るが、要因は、学業不振や友人関係であると捉えている。 

 

 

 報告事項 2について学校給食センター所長から説明を求めた。 

 

 

 平成 30 年 10 月 10 日から平成 31 年 1 月 25 日までの期間に実

施した。小学校では、給食のできるまでを写真等で説明し、クイ

ズを織り交ぜながら楽しく説明を行った。中学校では、給食の歴

史について説明を行い、世界の献立なども紹介した。また、2年

生で実施される職場体験に関心を持てるよう工夫した。羽生市の

学校給食が、安全で安心であり、たくさんの人達の手をかけて作

られていることを伝え、給食を食べられることへの感謝の気持ち

を持てるよう、食育指導をした。 

 

 

 報告事項 3、4についてスポーツ振興課長から説明を求めた。 

 

 

 スポーツ推進委員が各地区に出向き、ニュースポーツの指導等

を行う教室である。平成 30年 11月 3日から 12月 22日までの期

間で市民プラザ及び各小学校体育館にて合計 10 回開催し、延べ

448人の参加があった。内容は、ムジモン体操及びスポーツ推進

委員が考案したニュースポーツ「パスラグビー」の体験である。

今年度も、健康づくり推進課とタイアップし、羽生市健康チャレ

ンジ指定事業の一環として、インフルエンザや健康に関する講話

を行った。今後もスポーツを行うきっかけづくりとして出前教室

を実施していきたい。 
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会議事件名 て ん 末 

報告事項 4 

第 14回  羽生市フロ

アカーリング大会の

結果について  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告事項 5 

リサイクルフェア実

施結果について  

スポーツ振興課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

図書館長兼郷土資料館長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

平野委員 

1月 20日に羽生市教育委員会及び羽生市スポーツ推進委

員会の主催にて、羽生市体育館を会場として開催した。市

内在住・在勤・在学者を対象とし 94 チーム、340 人の参加

があった。予選は 6 チームずつのグループ内で総当たり戦

を行い、1 位から 6 位を決定した。決勝は予選グループの順

位ごとにトーナメント戦を行った。5 歳から 93 歳まで幅広

い年齢層が参加し、和やかな雰囲気の中にも熱い戦いを繰

り広げ、盛大に開催することができた。スポーツ推進委員

においては、競技規則及び審判方法、運営方法について事

前に話し合い、スムーズな進行ができた。今後も、フロア

カーリングの指導・普及に努めたい。 

 

 

報告事項 5 について、図書館長兼郷土資料館長から説明を求

めた。 

 

 

1月 10日から 1月 13日までの 4日間実施した。初日は公共施

設、2日目から 4日目までは一般市民を対象とした。一般書、児

童書、雑誌を含む図書館で不用になった図書 8,050冊を提供し、

3,927冊を無償で譲渡した。当日は 9時の開館前に 40人以上が並

んだが、先にロビー等に案内し、開始と同時に係員がスムーズに

案内し、多くの方々に有効活用していただくことができた。提供

した図書には、市民からリサイクルとして活用できるようお預か

りした 699冊も含まれている。 

 

 

報告事項に関して質問・意見を求めた。 

 

 

生徒指導に関する調査結果について、いじめの解消のあ

とのフォローは十分か。また、不登校の要因が学業不振に

よるものとあったが、どのような経緯で不登校になるのか

伺いたい。 
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会議事件名 て ん 末 

 学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平野委員 

 

学校教育部長 

 

 

 

 

 

 

 

髙瀬委員 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

柿沼委員 

 

 

学校教育課長 

 

いじめについては、各学校から毎月、認知・解消件数の報

告を受けている。解消後のフォローについては、生徒指導主

任を中心に各学校で引き継ぎが行われており、学年が変わっ

ても教職員が連携して行っている。学業不振による不登校に

ついては、勉強ができない、分からないから、学校に来ても

楽しくない、学校に来たくないに繋がり不登校になることが

あると分析している。不登校となった全ての児童生徒につい

てその要因は把握しきれてはいないが、適応指導教室の所長

より、学業不振による不登校の例があることを聞いている。 

 

不登校については、保護者との連携はとれているのか。 

 

ほとんどの場合、保護者と担任又は管理職が連携をしなが

ら、どのような対応をして子どもの学校復帰を目指していけ

ばいいのか相談しながら進めているが、保護者の中には学校

との相談等を拒否する例もある。そういった状況の中、学校

の立場でない県や市のスクールソーシャルワーカーが関わ

ることで、子どもや保護者と良い関係を築くことができた例

もある。 

 

報告では小学校のいじめが 3 件解消していないが、今年に

なっても継続中なのか。その後どうなったか伺いたい。 

 

いじめの解消については、行為が無くなってから 3 ヶ月間

様子を見ることになっている。小学校の未解消の 3 件につい

ては、いじめ自体は無くなったが、経過観察の期間中であり、

解消には至っていない。 

 

小中学校でいじめの種類が違うのではないかと思う。SNS

に関するいじめの報告はあるか。 

 

中学校 5 件のうち 1 件が、SNS 関係であり、ツイッターに

悪口の書き込みをされたというものである。残りの 4 件は、

悪口を言われた、無視をされ続けている等の嫌がらせによる

ものである。 



5 

 

会議事件名 て ん 末 

 

 

 

 

 

 

 

日程第 3 

協議事項 1 

平成 30年度小・中学

校卒業式教育委員会

告辞（案）について  

 

 

教育長 

 

 

 

 

教育長 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

教育長 

 

 

教育長 

 

 

 

 

柿沼委員 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

教育長 

 

報告事項については、よろしいか。 

 

異議なしの声あり 

 

 

協議事項 1について学校教育課長から説明を求めた。 

 

 

小学校告辞を読み上げた。 

 

中学校告辞を読み上げた。 

  

 

協議事項 1について、質問・意見を求めた。 

 

 

今回、小学校の告辞は人物に関する話ではなく、「恩送り」

という言葉を題材にした。中学校は歴史上の人物「上杉鷹山」

を取り上げた。これまで文字数が増える傾向にあったので、

今回は減らした。 

 

小学校の告辞は、終盤の「さらに恩送りをするためには、第

一に、第二に、」の一節が、しつこいかなと思う。中学校の告

辞でも、似た内容を繰り返しているところがあり、気になる。 

 

 協議事項 1については、告辞の内容に精査すべき部分があるた

め、次回の会議で再協議としたいが、よろしいか。 

 

 異議なしの声あり 

 

  

 協議事項 2について、学校教育課長から説明を求めた。 
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会議事件名 て ん 末 

協議事項 2 

平成 31年度羽生市教

育委員会・教育研究

会 研 究 委 嘱 校 一 覧

(案 )について  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協議事項 3 

羽生市立小・中学校

管理規則の一部を改

正する規則  

学校教育課長 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

教育長 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

教育長 

 

 

学校教育課長 

 

 研究の委嘱は 2年間とし、2年目に成果の発表を行う。平成

31年は、新郷第二小学校、井泉小学校、東中学校が発表予定で

あり、新郷第一小学校、川俣小学校が新たに委嘱予定である。

また、須影小学校が緑化教育指定校の委嘱を受ける。 

 

 

協議事項 2について、質問・意見を求めた。 

 

 

 10年ほど前から同じ間隔で研究委嘱をしていると思うが、昨

今、働き方改革等が話題になる中で、学校側から改善策等の意

見が挙がることはあるか。 

 

 現在のところ特に意見はない。他市では 2年サイクルで研究

委嘱を行っているところもあると聞いている。 

 

 

協議事項 2については、よろしいか。 

 

 異議なしの声あり 

 

 協議事項 2は、承認された旨宣した。 

 

 

協議事項 3について、学校教育課長から説明を求めた。 

 

 

主な改正は、第 3条の休業日に関する規程である。まず、冬

季休業日がこれまで 1月 6日までであったところを、1月 7日

までにすることを考えている。理由は、1月 7日は入学試験を

行う私立高校が多く、中学 3年生が揃わない状態で 3学期がス

タートしてしまうためである。次に、学年末休業日の始まりを

3月 28日としていたところを 3月 27日からとすることを考え

ている。理由は、3月 28日から休業としているのは埼玉県内で

羽生市のみであり、他市町村からの転入や市内異動となる教職 
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会議事件名 て ん 末 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日程第 4 

議案第 1号 

議会の議決を経るべ

き議案について (平

成 31年度教育費予算

について ) 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

教育長 

 

教育総務課長 

 

教育長 

 

 

教育総務課長 

 

員の準備に係る期間が不足するためである。また、新たな項目

として、第 19条の 3に学校運営協議会の設置に係る規定を加

えることを考えている。理由は、平成 30年度から全小学校に

おいて、学校運営協議会が設置されたことによる。 

 

 

 協議事項 3について、質問・意見を求めた。 

 

特になし 

 

 協議事項 3については、よろしいか。 

 

 異議なしの声あり 

 

 協議事項 3は、承認された旨宣した。 

 

 

議案第 1号及び第 2号は非公開とする。傍聴人はあるか。 

 

 傍聴人はいない。 

 

 議案第１号について、教育総務課長から説明を求めた。 

 

 

 平成 30年度予算と比較して増減が大きいものについて説明す

る。 

 歳入について、学校教育課所管分の学校給食費納付が 3,767千

円の減額だが、これは予定する食数の減によるものである。スポ

ーツ振興課所管分の教育債、保健体育債の 39,400千円の増額は、

羽生市体育館メインアリーナの照明改修工事に伴うものである。 

歳出について、教育総務課所管分の小学校費の学校管理一般経

費 7,279千円と中学校費の学校管理一般経費 3,469千円の増額は、

電気料の見積単価の上昇や、学校の教職員用のパソコンの入れ替

えを実施するためである。小学校施設建設事業 7,511千円の減額

は、今年度は村君小学校の体育館改修工事を実施したが、来年度 
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会議事件名 て ん 末 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

髙瀬委員 

 

生涯学習課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

柿沼委員 

 

 

学校教育課長 

 

 

は執行する工事がないためである。 

学校教育課所管分の英語教育推進事業 20,423千円の増額は、Ａ

ＬＴの全校常駐配置を行うためである。 

生涯学習課所管分の文化財保護一般経費 5,820千円の減額は、

今年度に堀越館の解体工事を実施したが、来年度は執行する工事

がないためである。 

スポーツ振興課所管分の保健体育施設一般経費 34,670千円の

増額は、羽生市体育館メインアリーナ照明改修工事を執行するた

めである。 

図書館・郷土資料館所管分の郷土資料館一般経費の 4,796千円

の増額は、修繕料の増加によるものである。 

教育費全体では、昨年度より 32,195,000円増額となっている。 

 

 

議案第 1号について、質問・意見を求めた。 

 

 

生涯学習課の予算は全ての項目でマイナスだが大丈夫か。 

 

それぞれ説明すると、社会教育総務費一般経費は、社会教育指

導員が 1 名減になったことによる報酬の減額である。放課後子ど

も教室推進事業は、前年とほぼ同様の事業内容である。人権教育

一般経費は、平成 30年度は下岩瀬集会所に車椅子の階段昇降機を

設置する予算があったため、平成 31年度はその分の減額となって

いるほか、修繕料も減額している。公民館一般経費は、修繕料を

削減した。市の財政状況を考慮した調整もあったが、予定してい

る事業については、今年度同様、支障なく行えると見込んでいる。 

 

学校教育課の発達障がい等早期支援対策事業が 667 千円の増額

になっていることについて、内容を伺いたい。 

 

 臨床心理士が 1 校につき年に 3 回巡回しているが、臨床心理士

が行う児童向けウェクスラー式知能検査（ウィスク検査）に係る

費用を 30回分から 50回分に増やしたことによる増額である。 
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会議事件名 て ん 末 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第 2号 

議会の議決を経るべき

議案について (平成

30年度教育費補正予

算 (第 5号 )について ) 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

教育総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

 厳しい財政状況につき、学校校舎の大規模改造等、大きな事業

の着手をすることができない現状である。 

 

 

 議案第 1号については、よろしいか。 

 

 異議なしの声あり 

 

 議案第 1号は、可決された旨宣した。 

 

 

 議案第 2号について、教育総務課長から説明を求めた。 

 

 

 歳出については、教育総務課所管分の小学校施設建設事業の新

郷第二小学校屋内運動場改修工事請負費 16,000 千円及び中学校

施設建設事業の西中学校屋内運動場改修工事請負費 25,781 千円

を平成 30年度 3月補正予算で計上するものである。ただし、全額

を繰越明許費として事業自体は平成 31年度に実施する。これらの

工事は、体育館の天井材落下防止ネット設置や窓ガラスを強化ガ

ラスにするなどの耐震対策工事である。学校施設環境改善交付金

という国庫補助金の対象となるもので、国の平成 30年度第二次補

正予算で採択される可能性があるため、この時期に補正予算を組

んだものである。歳入については、工事費の 3 分の 1 が教育費国

庫補助金であり、残りの 3 分の 2 が、教育債と自主財源となって

いる。 

 

 

議案第 2号について、質問・意見を求めた。 

 

 特になし 

 

 議案第 2号については、よろしいか。 

 

異議なしの声あり 
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会議事件名 て ん 末 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第 3号 

羽生市社会教育委員

の委嘱について  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第 4号 

第 2期羽生市教育振

興基本計画の決定に

ついて  

 

教育長 

 

教育長 

 

 

教育長 

 

 

生涯学習課長 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

教育長 

 

 

教育総務課長 

 

 

 

 

 

 議案第 2号は、可決された旨宣した。 

 

 これより会議を公開とする。 

 

 

 議案第 3号について、生涯学習課長から説明を求めた。 

 

 

 羽生市社会教育委員の欠員が生じたので、羽生市社会教育委員

設置条例第 3 条の規定により、対象者を新たに委嘱することにつ

いて、議決を求めるものである。任期は、前任者の残任期間とし、

平成 31年 2月 14日から 6月 30日までである。 

 

 

 議案第 3号について、質問・意見を求めた。 

 

 特になし 

 

 議案第 3号については、よろしいか。 

 

 異議なしの声あり 

 

 議案第 3号は、可決された旨宣した 

 

 

議案第 4号について、教育総務課長から説明を求めた。 

 

 

 この計画については、12月定例教育委員会でパブリック・コメ

ントの実施について承認いただいた後、パブリック・コメント審

議会での承認を経て、平成 31年 1月 7日から 2月 6日までの期間

でパブリック・コメントを実施した。その結果、市民等から特に

意見は提出されなかった。本日の定例教育委員会の前に開催され

た第 2 回総合教育会議において説明し、協議いただいた内容と変

更はない。 
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会議事件名 て ん 末 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第 5号 

第 2次羽生市立図書

館運営基本計画の決

定について  

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

教育長 

 

 

 

図書館長兼郷土資料館長 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

教育長 

 議案第 4号について、質問・意見を求めた。 

 

特になし 

 

議案第 4号については、よろしいか。 

 

 異議なしの声あり 

 

 議案第 4号は、可決された旨宣した。 

 

 

 議案第 5 号について、図書館長兼郷土資料館長から説明を求め

た。 

 

 

 この計画については、12月定例教育委員会でパブリック・コメ

ントの実施について承認いただいた後、パブリック・コメント審

議会での承認を経て、平成 31年 1月 7日から 2月 6日までの期間

でパブリック・コメントを実施した。その結果、市民等から特に

意見は提出されなかった。また、図書館協議会においても計画案

のとおりとすることに了承を得ている。 

 

 

 議案第 5号について、質問・意見を求めた。 

 

 特になし 

 

 議案第 5号については、よろしいか。 

 

 異議なしの声あり 

 

議案第 5号は、可決された旨宣した。 

 

 

次回教育委員会日程について、事務局より説明の旨。 



12 

 

会議事件名 て ん 末 

 

 

 

 

 

 

閉会 

教育総務課長 

 

 

 

 

 

教育長 

 2 月 27 日 午後 1 時 30 分より、第 1 回臨時教育委員会を教育

委員室にて開催する。 

3月定例教育委員会は、3月 27日 午後 1時 30分より、教育委

員室にて開催する。 

 

 

閉会を宣した。 

  

 

 

 

教育長                 

 

委 員                 

 

委 員                 

 

書 記                 

 


